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後志地域 住民アンケート調査 

1. 調査目的 

➢ 後志地域全体を対象とした広域の地域公共交通計画の立案にあたっては、地域住民の移動

特性や公共交通の利用実態・ニーズ等を把握する必要がある。 

➢ このため、地域住民を対象としたアンケート調査を実施している。 

➢ なお、効果的に実態・ニーズを把握するため、特に公共交通を利用する機会の多い住民か

ら多く意見が回収できるよう調査を計画している。 

 

2. 調査対象 

➢ 後志地域の全市町村を対象とし、全市町村の住民から一定数の回答を得られるように、目

標サンプル数および必要配布世帯数を以下の通り設定している。 

 

表 1 【参考】アンケート調査の目標サンプル数・配布世帯数目安（信頼度 99％で算出） 
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小樽市（塩谷地区）※4 3,872 2,180 

700 3,500 3% 2,333 

100 5% 1.8 

島牧村 1,433 817 100 12% 1.8 

寿都町 2,948 1,678 100 6% 1.8 

黒松内町 2,784 1,487 100 7% 1.9 

蘭越町 4,669 2,368 110 5% 2.0 

ニセコ町 5,403 2,907 130 4% 1.9 

真狩村 2,079 972 100 10% 2.1 

留寿都村 2,070 1,149 100 9% 1.8 

喜茂別町 2,201 1,280 100 8% 1.7 

京極町 2,979 1,488 100 7% 2.0 

倶知安町 16,892 9,843 420 4% 1.7 

共和町 5,858 2,870 130 5% 2.0 

岩内町 12,314 6,743 290 4% 1.8 

泊村 1,613 899 100 11% 1.8 

神恵内村 840 472 100 21% 1.8 

積丹町 1,981 1,075 100 9% 1.8 

古平町 3,015 1,750 100 6% 1.7 

仁木町 3,251 1,685 100 6% 1.9 

余市町 18,564 9,844 420 4% 1.9 

赤井川村 1,273 752 100 13% 1.7 

長万部町※5 5,271 2,941 - - 1.8 

合計 101,310 55,200 2,900 5% 1.8 

※1 回答率が 2 割と想定した場合に、目標サンプル分を確保するうえで必要は配布数 

※2 1世帯に調査票 2 枚を配布し、平均回答数が 1.5 票/世帯と想定した際に、必要な配布世帯数（平均世帯人数

は 1.7～2.1 人程度） 

※3 地域全体の必要配布世帯数を、地区内の各市町村の世帯数に応じて配分（最低 100 部、100 部以上は 10 部

単位で切り上げ） 

※4 小樽市の調査対象は、JR 函館本線の塩谷駅や蘭島駅（及び、同駅周辺のバス路線）を利用する可能性があ

る「塩谷地区（蘭島・忍路・桃内・塩谷）」の住民 

※5 長万部町は、10月中を目処に町の地域公共実態調査を全戸対象に実施予定（当協議会と調査項目、回答を共有予定） 
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3. 調査方法 

➢ 調査対象に示した通り、世帯数を絞っての配布となるため、各自治体内において配布地域

に偏りが生じないように、配布先をランダムに抽出する。 

➢ 調査票の配布方法については、各自治体の対応可否を確認し、以下の 3 つの手法にて実施

する。 

 

①自治体からの配布  

◆ 調査書類一式（依頼文・調査票・返信用封筒）を封筒にセットし、自治体に提供する。 

◆ 各自治体で手法を調整いただき、調査票一式を自治体からの配布物（広報誌）などと合わ

せて、ランダムに割り振り配布する。 

◆ 自治体内全域に調査票が配布されるように、エリアごとの配布数を調整していただく。 

②郵送による配布（宛名提供が可能な場合）  

◆ ランダムに抽出した配布世帯数の送付先データ（郵便番号・住所・氏名）の提供を受け、

調査書類一式（依頼文・調査票・返信用封筒）をセットした封筒を、調査委託事業者より

直接郵送する。 

③郵送による配布（宛名提供が不可の場合）  

◆ 調査書類一式（依頼文・調査票・返信用封筒）を封筒にセットし、切手貼り付けまで完了

した送付用封筒を自治体に提供する。 

※送付用封筒は切手貼り付け済みのため、各自治体における郵送費の負担は不要。 

◆ 郵送作業（送付先住所の貼り付けおよび郵便局への持ち込み）を各自治体で対応いただく。 

 

➢ なお、アンケート調査票の回収は、配布方法に関わらず、同封の返送用封筒に調査票を入

れて、郵便ポストに投函してもらう方法とする。返送用封筒は、料金受取人払いの手続き

を行ったものを用いて、返送先は、調査委託事業者とする。 

➢ 配布先の抽出にあたっては、可能な範囲で、公共交通を利用する機会の多い高齢者からの

回答が多く得られるように考慮した抽出を行っていただく。 

➢ また、公共交通を利用する機会の多い高校生を対象とした調査も実施を予定しており、市

町村間を超えた通学の多い自治体（倶知安町、小樽市等）の公立高校を対象に調査実施に

向けた調整を行っている。 

 

4. 調査内容・資料 

➢ 調査目的を踏まえて、アンケート調査票を作成している。 

➢ また、アンケート調査の依頼状は、調査の実施主体が「後志地域公共交通活性化協議会」

である旨を明記し、自治体で実施している調査とは異なることを示している。 

➢ 作成した調査票および依頼文を次頁以降に示す。 

 

5. 調査期間 

➢ 回答期限を 11/15（月）として、10/15（金）頃から、各自治体または調査委託事業者より、

順次、地域住民に調査資料を郵送している。 
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